
令和６年能登半島地震により被災された皆さまに心からお見舞いを申し上げますと共

に、１日も早い地域の復興をお祈りいたします。 

令和６年能登半島地震を理由に、支給申請期間内に６５歳超雇用推進助成金の支給

申請ができない場合、後日、理由を添えて申請することにより、申請期間を延長でき

る場合があります。→詳しくは、申請窓口の都道府県支部にお問い合わせください。 

https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html



